
　　　　・令和６年度より所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することが

　　　また、確定申告書を提出しない方でも、「公的年等の源泉徴収票」に記載されて
　　　いない控除を、市県民税の計算に適用するには、市県民税の申告書の提出が必要
　　　です。
　※５　雑損控除、医療費控除、純損失又は雑損失の金額の繰越控除、寄附金税額控除
　　　（一定のものを除く）、年末調整等で控除申請していないその他の控除（生命保
　　　険料控除、扶養控除など）。

　　　額控除を受ける方など

はい

はい

いいえ

会社で年末調整をされましたか？

　※１　・確定申告書第２表にある「住民税に関する事項」を忘れずに記載してくださ

いいえ

いいえ

　　　　　できなくなりました。
　※２　扶養している人の年金支払報告書、給与支払報告書、確定申告に扶養される人

　　　４００万円以下で、他の所得が２０万円以下の場合、確定申告の提出は不要です。
　　　ただし、所得税の還付を受ける場合は、確定申告書の提出が必要になります。

　※４　公的年金等（その全部が源泉徴収の対象となる場合に限る）の収入金額が

　　　の記載がない場合は税の扶養となりませんので注意してください。
　※３　非課税証明書に合計所得金額の記載が必要な場合申告が必要です。

市県民税の申告
が必要です

公的年金以外の収入は、給与収入のみでしたか？
(ほかに非課税の収入のある方も「はい」へ)
(営業、農業、不動産などの収入がある方は「いいえ」へ)

市県民税の申告が必要です
なお、申告内容により、確定
申告が必要な場合があります

市県民税の申告は不要です
(会社から御所市に給与支払報告
書の提出がない場合は申告が必
要になります)

はい

いいえ

公的年金等の源泉徴収票に記載され
ている控除以外で、追加する控除が
ありますか？※５

次の内容に該当しますか？
６５歳未満である
・・・年金収入額　９８万円以下
６５歳以上である
・・・年金収入額　１４８万円以下

はい

1/1現在御所市に住民登録がありますか？ 1/1現在でお住まいの市町村へお
問い合わせください

税務署へ確定申告を提出しますか？ 市県民税の申告は不要です※１

　　　い。（例）１６歳未満の扶養親族・同一生計配偶者がいる方、住民税で寄附金税

御所市内在住の人の税法上の扶養
※２となっていますか？
(御所市以外に住所がある方の扶養と
なっている方は「いいえ」へ)

市県民税の申告
は不要です※３

年末調整をされた会社以外から、
給与収入がありましたか？

医療費控除や年末調整で控除して
いない控除を追加しますか？※５

市県民税の申告は不要です

いいえ

いいえ

いいえ
いいえ はい

いいえ

はい

いいえ

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

昨年中に収入がありましたか？
（非課税の収入(遺族・障害年金、失業給付など）
のみの方は「いいえ」へ）
　（合計所得の額が所得控除の合計より少ない方は
「はい」へ）

収入は公的年金※４のみでしたか？
(ほかに非課税の収入のある方も「は
い」へ)


